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熊本県水俣病総合対策医療事業オンライン資格確認導入に関する業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、熊本県水俣病総合対策医療事業オンライン資格確認導入に関する業務委託にお

いて、契約候補者を公募型プロポーザル方式により選定するための手続きについて、必要な

事項を定めるものである。 

 

１ 業務委託名 

  熊本県水俣病総合対策医療事業オンライン資格確認導入に関する業務委託 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

 

３ 契約限度額（予算額） 

  ３１，７６５千円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

  提示額は提案にあたっての目安（上限）となる額であり、契約額は別途設定する予定価

格の範囲内で決定することとなるため、提示額とは必ずしも一致しない。 

 

４ 参加資格要件 

  次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該

当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る更生計

画認可の決定を受けていること。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立

てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再生計

画認可の決定を受けていること。 

（４）熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年熊本

県告示第８１１号）第２条第１項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

（５）消費税及び地方消費税並びに都道府県税において未納がないこと。 

（６）熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）第２条第２号に規定する暴

力団員及び同条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

（７）参加申込書を提出する時点において、熊本県の物品購入契約等及び業務委託契約に係

る競争入札参加資格等に関する要項（平成１８年熊本県告示第５２１号）による審査の

上、入札参加資格を有すると決定された者のうち、業務区分が「業務委託」に登録され

ている者であること。なお、入札参加資格を有しない者で入札参加資格を新たに取得す

る場合は、令和８年（２０２６年）７月１３日（月）１５時までに熊本県出納局管理調
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達課へ新規申請を行うこと。 

（８）熊本県内に本店・支店または営業所等を有するなど、本県担当部署と常に連携が取れ

る体制を有している者であること。 

（９）当該委託業務に関するノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び業務を円滑に遂行

するに足る能力を有している者であること。 

 

５ 選定方法 

  公募型プロポーザル方式とする。応募書類と審査会（プレゼンテーション）による審査

を行い、最も優れた提案を行った者を、受託候補者として選定する。 

 

６ 質問書 

  本プロポーザルに参加を希望する者から質問を次のとおり受け付ける。 

  なお、質問は企画提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限る。 

（１）提出書類 

   質問書（様式１） 

（２）提出方法 

   質問書を、本実施要領の末尾に記載の電子メールアドレス宛てに電子メールにより提

出し、必ず提出日のうちに、本実施要領の末尾に記載の担当者に、提出した旨を電話連

絡すること。 

（３）提出期限 

   令和８年（２０２６年）７月１５日（水）正午まで 

（４）質問への回答 

   質問書に対する回答は、質問者名を伏せた上で、令和８年（２０２６年）７月２２日

（水）までに熊本県ホームページに掲載する。 

 

７ 参加申込 

（１）提出書類 

  ア 参加申込書（様式２） 

  イ 誓約書（様式３） 

  ウ 会社概要（様式４） 

   ※会社概要が分かるパンフレット等を添付すること。 

（２）提出部数 

   各１部 

（３）提出期限及び提出方法 

   令和８年（２０２６年）７月２９日（水）正午まで 

   持参または郵送（書留郵便に限る）とし、郵送の場合は期限内に必着とする。 

（４）提出先 

   〒８６２－８５７０ 
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   熊本市中央区水前寺六丁目１８－１ 

   熊本県環境生活部水俣病保健課医療対策班（熊本県庁行政棟新館５階） 

   ※ 参加申込書を提出したものの企画提案書の提出を辞退する場合には、参加辞退届

（様式５）を上記提出先に持参又は郵送（書留郵便に限る）により、企画提案書の

提出期限までに提出すること。 

 

８ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

  ア 企画提案書（様式６）※仕様書や評価基準を踏まえた提案内容が分かる資料を添付 

  イ 参考見積書及び積算の内訳が分かる明細（任意様式） 

  ウ 事業者の取組に関する申出書（様式７）※該当がある場合に提出（基準日：公告日） 

（２）提出部数 

   正本１部、副本４部 

（３）提出期限 

   令和８年（２０２６年）８月１０日（月）正午まで 

   持参又は郵送（書留郵便に限る）とし、郵送の場合は期限内に必着とする。 

（４）提出先 

   熊本県環境生活部水俣病保健課医療対策班（熊本県庁行政棟新館５階） 

（５）注意事項等 

  ア 様式６には、企画提案の内容が分かる資料を提出すること。資料の大きさは原則Ａ

４サイズとするが、必要に応じてＡ３の用紙をＡ４サイズに折り込んでも差し支えな

い。 

  イ 見積書及び積算の内訳が分かる明細は、本業務委託に要するすべての経費を積算し

（消費税及び地方消費税含む）、出来る限り内訳を詳細に記入すること。 

  ウ 提出期限までに提出されなかった提案書は、いかなる理由でも受け付けない。 

  エ 提出後における提出書類の差替え及び再提出は認めない。 

  オ 県が必要と認めた場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

 

９ 審査会（プレゼンテーション） 

  企画提案書に基づき審査会（プレゼンテーション）を行う。 

（１）実施日 

令和８年（２０２６年）８月２７日（木）（予定） 

※開催日時の詳細は、参加者に別途通知する。 

（２）場所 

熊本県庁（熊本市中央区水前寺六丁目１８－１） 

※場所の詳細は、参加者に別途通知する。 

（３）説明時間 

提案を行う者１者につき３０分（提案説明：２０分、質疑応答：１０分） 
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（４）説明資料 

８（３）の提出期限までに提出された企画提案書（※追加等は認めない） 

（５）参加者 

４名以内とする。 

（６）注意事項 

   企画提案書に記載された内容の説明を前提としており、記載のない内容について説明

があっても、採点対象としないので注意すること。 

 

１０ 受託候補者の選定方法 

（１）選定方法 

   企画提案書及び審査会（プレゼンテーション）の内容に基づき、次の評価項目につい

て複数人の審査委員による審査を行い、その結果、各審査委員の点数の合計が最も高い

者を契約候補者として選定する。ただし、仕様書の要件を満たさない場合又は各審査委

員の合計点が６割に満たない場合は、採用しない。 

（２）審査基準 

ア 評価基準 

    別紙１のとおり 

  イ 採点基準 

   ➀必須項目 

    評価 得点 

非常に優れている  配点×１．０ 

優れている  配点×０．８ 

標準的である  配点×０．６ 

やや劣っている  配点×０．４ 

劣っている  配点×０．２ 

記載なし・要件非該当  配点×０．０ 

②加点項目 

評価 得点 

該当 １ 

非該当 ０ 

（３）選定結果の通知 

   選定結果については、選定後速やかに、提案者全員に電子メールにより通知するとと

もに、本県ホームページに公開する。 

 

１１ 契約の締結等 

（１）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とし、熊本県会計規則

第９５条第１項第１号の規定により単独見積りとする。契約に当たっては、熊本県会計

規則第７７条の規定により契約保証金を納付すること。なお、納付された契約保証金は、
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契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付する。ただし、熊本県会計規則第７

８条の規定に該当する場合（※）、契約保証金は免除する。 

   また、委託料の支払いは、精算払いとする。 

（２）契約の内容は、企画提案書等に基づき改めて契約候補者と協議を行い、見積書を徴し

た上で、別途設定する予定価格の範囲内で契約を締結する。ただし、協議が整わない場

合又は契約候補者が辞退した場合は、次点の事業者（採用基準点を満たす者に限る。）と

協議を行い、同様に見積書を徴した上で、予定価格の範囲内で契約を締結する。 

（３）熊本県と受託者との委託契約については、事前に仕様書で双方の意思確認を行う。 

 

１２ 実施スケジュール 

   公募開始          令和８年（２０２６年）７月 ６日（月） 

   入札参加資格の新規申請期限 令和８年（２０２６年）７月１３日（月）１５時 

   質問書の提出期限      令和８年（２０２６年）７月１５日（水）正午 

   参加申込書提出期限     令和８年（２０２６年）７月２９日（水）正午 

   企画提案書提出期限     令和８年（２０２６年）８月１０日（月）正午 

   審査会(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）    令和８年（２０２６年）８月２７日（木）(予定) 

   選定結果通知        令和８年（２０２６年）９月 ３日（木）頃(予定) 

   契約締結          令和８年（２０２６年）９月下旬頃予定 

   委託事業開始        令和８年（２０２６年）９月下旬頃予定(契約締結後) 

 

１３ その他の留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。 

（２）企画提案書の作成・提出等及び審査会参加に要する費用は、すべて提案者の負担とす

る。 

（３）提出された企画提案書等は、契約候補者の選定のみに使用する。 

（４）提出された企画提案書等は、返却しない。 

（５）提出書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 

（６）企画提案書に含まれる著作権、特許権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 

（７）提案者が１社のみであった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。 

（８）本業務の実施については、この要領に定めるものの他、必要に応じて別に定める。 

 

※熊本県会計規則第７８条の規定に該当する場合（契約候補者決定後、申請が必要） 

ア 保険会社との間に熊本県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合 

イ 熊本県の入札参加資格を有し、過去２年の間に国又は地方公共団体と本業務と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結して、これらを全

て誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れる場合 
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１４ 提出先及び問合せ先 

   熊本県環境生活部水俣病保健課医療対策班（熊本県庁行政棟新館５階） 

    担当：小松、宗像 

   〒８６２－８５７０ 

   熊本市中央区水前寺六丁目１８－１ 

   電話番号 ０９６－３３３－２２８４ 

   電子メール minamatahoken@pref.kumamoto.lg.jp 

 



別紙１ 
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１０（２）ア 審査の評価基準 

 


